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〇「“誰ひとり取り残さない” No one will be left behind」という考え方の下、貧困に終止符を打ち、
地球を保護し、全ての人が平和と豊かさを享受できる社会。

〇持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動である「持続可能な開発のための教
育（ESD） 」。

SDGs（持続可能な開発のた
めの目標）が目指す社会

Society5.0、
第４次産業革命が
目指す社会

〇AI、ビッグデータ、IoT 、ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取

り入れられることで、誰もが活躍でき、様々な社会課題を解決できる、持続可能でインクルーシ
ブな経済社会システム。

〇資源やモノではなく、知識を共有、集約することで、様々な社会課題を解決し、新たな価値が
生み出される社会である知識集約型社会の到来。

人生100年時代
を迎える社会

〇人生 100 年時代においては、人々は、「教育・仕事・老後」という３ステージの単線型の人生で

はなく、進路を探索したり、自らビジネスを立ち上げたり、様々な活動を並行して行うなど、教育
と仕事の行き来、高等教育機関の間や産業界の間の行き来などのあるマルチステージの人生
を送るようになることが予想される。

〇高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場がある社会において、様々なキャリアの可能性
を、時間をかけて模索する時間と柔軟性を持つ仕組みづくりが重要。

グローバル化が
進んだ社会

〇社会・経済・科学技術等の在り方が地球規模で連動する、広範で構造的な変容がグローバル
化であり、人の国際的な移動が爆発的に拡大し、情報通信技術も劇的に進歩等している。

〇他方、グローバル化が進むときに、各国においては独自の社会の在り方、文化の在り方など
の価値に着目するローカル化の動きも活発化することも想定される。ローカリゼーションの多様
化が加味されることによって、バランスの良い標準化と多様化が進むことが期待される。

2040年頃の社会変化の方向

〇あらゆる産業分野でデータ活用による高付加価値化が進むことにより、全国各地において地
方のポテンシャルを引き出すことが期待される。
〇地方創生が実現すべき社会は、 「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」。都

市に出なければ教育機関や働く場所がないということではなく、生まれ育った地域で、個人の価
値観を尊重して生活し、その地域を豊かなものにしていくための継続的な営みができる社会の
実現が期待される。

地方創生が
目指す社会
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○子どもたちの６５％は､大学卒業後、今は存在していない
職業に就く。 （キャシー・デビットソン）

○今後１０～２０年程度で、約４７％の仕事が自動化される
可能性が高い。 （マイケル・A・オズボーン）

子どもたちが生きる未来
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○ グローバル化、情報化等により、変化が激しく
予測困難な時代



取り巻く環境の未来予測
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子供たちが自立して活躍する「一億総活躍社会」「働き方改革」「地方創生」の実現

「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実

「次世代の学校・地域」創生プラン（平成28年１月 文部科学大臣決定）の実現に向けて

子供

スクール
カウンセラー

スクール
ソーシャル
ワーカー

地域連携の
中核を担う

教職員

教員を
バックアップする
多様なスタッフ

・・・・・・

学校の組織運営改革
（⇒チーム学校）

教員

校長

子供へのカウンセリング等に
基づくアドバイス

校内研修の実施 等

地域学校協働本部

授業等の学習指導
生活指導・保護者対応 等

保護者・地域住民・企業・ＮＰＯ等

教員改革
（⇒資質向上）

ベテラン段階

養成・採用・研修を通じた
不断の資質向上

中堅段階

１～数年目

採用段階

養成段階

教員としての資質の

向上に関する「指標」

現職研修改革

採用段階の改革

養成段階の改革

・管理職研修の充実

・マネジメント力強化

・ミドルリーダー育成

・免許更新講習の充実

・チーム研修等の実施

・英語・ICT等の課題へ対応

・採用試験の共同作成

・特別免許状の活用

・インターンシップの導入
学校現場や教職を早期に体験

・教職課程の質向上

中教審答申③←教育再生実行会議第７次提言

「地域学校協働活動」の推進

・郷土学習 ・地域行事 ・学びによるまちづくり
・放課後子供教室 ・家庭教育支援活動 等

保護者

子供への個別カウンセリング
いじめ被害者の心のケア 等

困窮家庭への福祉機関の紹介
保護者の就労支援に係る助言 等

←都道府県が策定

←国が大綱的に提示「指標」の策定に

関する指針

中教審答申②←教育再生実行会議第７次提言 中教審答申①←教育再生実行会議第６次提言

学校運営協議会

地域からの学校改革・地域創生
（⇒地域と学校の連携・協働）

法改正済：免許法、教員センター法、教特法 学校教育法、地方教育行政法の改正

地方教育行政法の改正

社会教育法の改正

校長の

リーダーシップの下
学校を運営

・学校運営の基本方針
・学校運営や教育活動 等

事務職員

校長のマネジメントを支える

※共同学校事務室により
学校の事務を効率化

地域の人々が学校と連携・協働して、
子供の成長を支え、地域を創生

地域学校協働活動推進員

・校長のリーダーシップを応援
・地域のニーズに応える学校づくり

義務標準法等の改正

⇒職務の

明確化

⇒努力義務化

連携・協働
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最近話題になっている
小中学校教育のキーワードは？

＜考えてみよう



○新学習指導要領の着実な実施等

○子供たちの自己肯定感・自己有用感の育成

○いじめ等への対応の徹底、人権教育

○日本人生徒・学生の海外留学支援

○大学院教育改革の推進

○新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策の検討

○社会人が働きながら学べる環境の整備

○教育へのアクセスの向上、教育費負担の軽減に向けた経済的支援

○教職員指導体制・指導環境の整備

○学校のICT環境整備の促進

○安全・安心で質の高い学校施設等の整備の推進

○学校安全の推進



新学習指導要領の着実な実施
・「社会に開かれた教育課程」
・道徳の教科化
・小学校外国語教育の早期化・教科化
・プログラミング教育の実施
・主体的・対話的で深い学びの実現
・カリキュラムマネジメント

学校における働き方改革
・学校・教師が担う業務の明確化
・学校の組織運営体制の在り方
・勤務時間に関する意識改革と制度面の検討
・実現に向けた環境整備

10



学習指導要領の改訂とカリキュラムマネジメント
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○ 新たな価値を生み出していくために必要な力を身に付け、子供たち一
人一人が、予測できない変化に受け身で対処するのではなく、主体的に
向き合って関わり合い、その過程を通して、自らの可能性を発揮し、よ
りよい社会と幸福な人生の創り手となっていけるようにすることが重要
である。

○ …社会や産業の構造が変化し、質的な豊かさが成長を支える成熟社会
に移行していく中で、特定の既存組織のこれまでの在り方を前提として
どのように生きるかだけではなく、様々な情報や出来事を受け止め、主
体的に判断しながら、自分を社会の中でどのように位置付け、社会をど
う描くかを考え、他者と一緒に生き、課題を解決していくための力の育
成が社会的な要請となっている。

予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となる

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成29年12月21日中央教育審議会）
＜抄＞

学習指導要領改訂の背景
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（「学校」の意義）

○学校とは、社会への準備段階であると同時に、学校その
ものが、子供たちや教職員、保護者、地域の人々などから
構成される一つの社会でもある。

○学校は、社会的意識や積極性を持った子供たちを育成す
る場なのである。

○子供たちに、新しい時代を切り拓（ひら）いていくために必
要な資質・能力を育むためには、学校が社会や世界と接点
を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことの
できる、開かれた環境となることが不可欠である。

「2030年の社会と子供たちの未来」 学校の意義
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＜社会に開かれた教育課程＞

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてより
よい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と
共有していくこと。

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関
わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは
何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課
後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学
校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させ
ること。

これからの教育課程の理念

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有し、それぞ
れの学校において、必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられ
るようにするのかを明確にしながら、社会との連携・協働によりその実現を図っていく。
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（旧来）

学校組織
知識を教える教員が中心

児童・生徒

事務職員

（子ども本位）

児童・生徒

社会に開かれた教育課程の実現

教員 事務職員

地域社会 企業・NPO

新しい時代に必要となる資質能力の育成と学習評価の充実

Student-centered education
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習得
など、新しい時代に求めら
れる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質の
高い理解を図るための学習
過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、
そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養
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「カリキュラムマネジメント」の展開とアクティブ・ラーニングの連動

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科
横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していく
こと

②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査
や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連
のＰＤＣＡサイクルを確立すること

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も
含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

カリキュラムマネジメントの三つの側面

✓ 授業改善や組織運営の改善など、学校の全体的な改善を行う
ための鍵となる二つの重要な概念

✓ 教育課程を核に、授業改善、組織運営の改善に一体的・全体
的に迫ることができる組織文化の形成を図り、相互を連動させ
た学校経営の展開が、それぞれの学校や地域の実態をもとに展
開させることが求められる 17



子ども・家庭

「カリキュラムマネジメント」の構造

学 校

地域社会

・教育目標の設定
・指導内容の組織
・授業時数の配当
・教材や教具の整備状況
・学校間や校種間の連携

加藤崇英編著：「教育の制度と学校のマネジメント」より

・歴史、人口動態
・地理的、経済的な特徴
・学校への期待
・学校との連携や協働の状況
・学校との信頼関係

・子どもの特性や発達段階
・経済的な特徴
・教育ニーズ
・学校との連携や協働の状況
・学校との信頼関係

教
育
活
動
の
質
の
向
上

社会に開かれた教育課程

学
校
の
組
織
力
の
向
上

・学校規模
・教職員の構成
・教員の指導力の程度
・施設や設備の状況
・家庭や地域との関係
・学校評価
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カリキュラムマネジメントと学校事務

教育課程
の編成

人

教育課程
の実施

学校
改善
・
組織
開発

自己評価
関係者評価
第三者評価

評価
結果
の
公表

年間指導計画

組織の協働化・活性化

学
校
経
営
戦
略
の
策
定

↑

学
校
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
の
確
立

学校評価システム

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

P → D → C → A

物 情報

目標・課題

教
育
活
動

経
営
活
動

組織運営 説明責任

授業実践

地域との連携

かね

コミュニケーション・チャンネル

「カリキュラムマネジメント」の展開（ＰＤＣＡ）
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学校における働き方改革と事務職員への期待
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学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び
勤務時間管理等に係る取組の徹底について（平成３０年２月９日付 事務次官通知）【概要】

○文部科学省として取り組む「学校における働き方改革に関する緊急対策」について周知するとともに、
学校における働き方を見直し，限られた時間の中で教師の専門性を生かしつつ，授業や授業準備，研修の時間
や，児童生徒と向き合うための時間を十分確保し，教師が自らの人間性を高め，児童生徒に対して効果的な教
育活動を行うため，各教育委員会等における取組（中教審「中間まとめ」で取り組むべきとされた方策）の徹底
を呼びかけるもの。 ※私立学校及び国立大学附属学校にも別途周知

１．学校における業務改善について

（１）業務の役割分担・適正化のために教育委員会が取り組むべき方策について

①業務改善方針・計画の策定及びフォローアップ
目標設定、ＰＤＣＡサイクルの構築、業務実施の統一
的な方針の策定等

②事務職員の校務運営への参画の推進
研修の実施、共同学校事務室の活用、庶務事務シス
テムの導入等

③専門スタッフとの役割分担の明確化及び支援
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
部活動指導員等の専門スタッフの研修、人員確保等

④学校が教育活動に専念するための支援体制の構築
法的アドバイス、トラブル時の対応支援等

⑤業務の管理・調整を図る体制の構築
業務量について俯瞰し、業務を付加する際には調整を
図る体制の構築

⑥関係機関との連携・協力体制の構築
教委主導による福祉部局・警察等関係機関との連携・
協力体制の構築

⑦学校・家庭・地域の連携の促進
コミュニティ・スクールの導入、地域学校協働活動の推進等

⑧統合型校務支援システム等のＩＣＴの活用推進
校務支援システムの導入、教材の共有化、都道府県単位の取
組等

⑨研修の適正化
重複した内容の整理・精選、報告書の簡素化、時期の工夫等

⑩各種研究事業等の適正化
研究テーマの精選、報告書の形式の工夫等

⑪教育委員会事務局の体制整備
教育委員会における業務の適正化、首長部局との連携等

⑫授業時数の設定等における配慮
教育課程の編成・実施の際の働き方改革への配慮

⑬各学校における業務改善の取組の促進
各学校の業務の可視化、経営方針の明確化、管理職の着実
なマネジメント等、各学校における業務改善の取組の促進・支
援
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（２）個別業務の役割分担及び適正化について
○「中間まとめ」で示された考え方を踏まえ，下記の点に留意しつつ，下記個別業務の役割分担及び適正化を図ること。

○下記個別業務の他，各学校や地域の状況，教育目標・教育課程に応じて発生する業務については，下記個別業務の
整理を踏まえ、服務監督権者である教育委員会において，その受皿の整備・確保を進めつつ，中心となる担い手を学校・
教師以外の者に積極的に移行していくという視点に立って検討を行うこと。

基本的には
学校以外が担うべき業務

学校の業務だが、
必ずしも教師が担う必要のない業務

教師の業務だが、
負担軽減が可能な業務

①登下校に関する対応
学校・関係機関・地域の連携を
一層強化する体制の構築

②放課後から夜間などにおける
見回り、児童生徒が補導された
時の対応
学校・警察等関係機関・地域の
連携を一層強化する体制の構
築

③学校徴収金の徴収・管理
銀行振込・口座引落、教育委員
会事務局や首長部局による徴
収・管理の実施等

④地域ボランティアとの連絡調
整
学校側の窓口としての地域連携
担当教職員を校務分掌上位置
づけることの促進等

⑤調査・統計等への回答等
調査の対象・頻度・時期・内容・様式
等の精査、研究事業の精査・精選、
民間団体からの依頼に対する対応の
精選等

⑥児童生徒の休み時間における対応
地域人材等の参画・協力、輪番によ
る負担軽減等の取組の実施

⑦校内清掃
回数・範囲の合理的設定、地域人材
等の参画・協力、輪番による指導の
負担軽減等の取組の実施

⑧部活動
部活動指導員等の積極的参画、部
活動数の適正化、地域クラブ等との
連携、活動時間や休養日の基準設
定、入試における評価の見直し、人事
配置等における評価の見直し等

⑨給食時の対応
学級担任と栄養教諭等との連携、ランチ
ルームでの一斉給食、地域人材等の参画
等の工夫の実施等

⑩授業準備
サポートスタッフの積極的参画、ＩＣＴを活
用した教材・指導案の共有化等

⑪学習評価や成績処理
補助的業務へのサポートスタッフの積極的
参画、ＩＣＴの活用等

⑫学校行事の準備・運営
民間委託、外部人材の参画、行事の精選、
授業時数に含めることの検討等

⑬進路指導
外部人材等の参画・協力、検定試験等の
民間委託、書類の簡素化等

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応
スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー等の専門的人材の積極的参画、
法的相談を受けるスクールロイヤー等の配
置等
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（３）学校が作成する計画等及び学校の組織運営に関する見直しについて

・業務適正化等の観点から、計画の統合も含め真に効果的な計画作成の推進

・個別の指導計画・教育支援計画等について，複数の教師が協力して作成し共有化するなどの取組の推進

・計画等の整理・合理化，ＰＤＣＡサイクルで活用されやすい計画等のひな形の提示

・新たな課題に対する，既存の各種計画の見直しの範囲内での対応

・校内の委員会等について，合同設置や構成員の統一など，業務の適正化に向けた運用の徹底

２．勤務時間管理の徹底及び適正な勤務時間の設定について

・厚生労働省のガイドラインを踏まえた教師の勤務時間管理の徹底

・ＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握・集計するシステムの構築

・登下校，部活動，学校の諸会議等の適切な時間設定、休憩時間の確保

・通常の勤務時間外に「超勤４項目」以外の業務を命ずる場合の、勤務時間の割り振り等適正な措置の徹底

・緊急時の連絡方法を確保した上での，留守番電話の設置やメールによる連絡対応等の体制整備

・一定期間の学校閉庁日の設定

・学校運営協議会の場等の活用による，保護者や地域の理解促進と必要な要請の実施

３．教職員全体の働き方に関する意識改革について

・管理職のマネジメント能力を養成する研修の実施、管理職登用の際のマネジメント能力の適正評価

・学校の教職員全体に対する、働き方に関する必要な研修の実施

・学校の重点目標や経営方針への教職員の働き方に関する視点の導入，人事評価の活用

・学校評価への業務改善や教職員の働き方に関する項目の導入、第三者評価の積極的検討

・教育委員会の自己点検・評価における学校における業務改善の観点の導入

※これらのほか，今後の対応に当たっては，「中間まとめ」及び「緊急対策」を参考とすること。
※文部科学省としても，各教育委員会の取組状況について定期的にフォローアップを実施。

等

等

等
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事務職員に期待される役割 と 学校における働き方改革

学校における働き方改革においても、
学校全体を見渡せるという強みを生かした事務職員の活躍が期待されています

【中教審学校における働き方改革特別部会「中間まとめ」より】

これまで以上に，学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職である
事務職員の参画が求められており，学校におけるマネジメント機能を十分に発
揮できるようにするため，事務職員がより主体的・積極的に，業務改善をはじめと
する校務運営に参画することが必要となっている。このため，採用から研修等を
通じた事務職員のキャリア形成の中で，事務職員の資質・能力，意欲の向上の
ための取組を進めるべきである。また，勤務の実情を踏まえつつ，事務職員に過
度に業務が集中することにならないよう，法制化された共同学校事務室の活用
や，庶務事務システムの導入等により，事務処理の効率化等を図りつつ，教師
の事務負担の軽減や事務職員の学校運営への支援・参画の拡大等を積極的に
進めるべきである。

◆業務改善をはじめとする校務運営への参画
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事務職員に期待される役割 と 学校における働き方改革

【「学校組織運営体制の在り方について（これまでの議論の整理）」（同部会第14回資料1-1）より】

副校長・教頭については、勤務時間において学校事務に関する業務に多くの時間を費やしている。この
中には、教育に係る知識・見識を要する業務もある一方で、教育に係る知識・見識よりも総務・財務等に
係る知識・見識が必要となる業務も相当程度含まれると考えられる。そのため、学校組織における唯一
の総務・財務等に通じる専門職である事務職員や、サポートスタッフ等と役割分担を図っていくことが必
要である。その際、事務職員に過度に業務が集中することにならないよう、法制化された共同学校事務
室の活用や庶務事務システムの導入を含め、教育委員会との連携により、学校事務の適正化と事務処
理の更なる効率化等を図っていくことが必要である。

学校における事務職員の職務の専門性・重要性を踏まえ、事務職員の校務運営への参画を拡大し、学
校における働き方改革を進めることが必要であり、国や教育委員会は、権限と責任をもった事務長をは
じめとした事務職員の配置の充実を図るとともに、庶務事務システムの導入や共同学校事務室の設置・
活用などを推進し、学校事務の適正化と効率的な処理、事務機能の強化を更に進めるべきである。併
せて、副校長・教頭の業務も含め教師の業務に対するサポートスタッフの充実を図るべきである。
事務職員の校務運営への参画に際しては、副校長・教頭とともに校長を経営面から補佐することが適当
であり、国は、事務職員が校務運営に参画することで、副校長・教頭を含め教師の業務負担が軽減され、
実際に長時間勤務是正につながる効果的な学校運営が行われている好事例・成果を収集・提示すると
ともに、標準的な職務内容を具体的に整理し、事務職員の配置と校務運営への参画を促進していく必
要がある。

◆副校長・教頭とともに校長を経営面から補佐
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③ 副校長・教頭は，その勤務において、総務・財務等に係る知識・見識が必要と
なる業務も含め学校事務に関する業務に多くの時間を費やしていることから、その
負担を軽減するためにも、総務・財務等に通じる専門職である事務職員やサポート
スタッフ等と役割分担を図る必要がある。

このため、事務職員の質の向上に取り組むとともに，共同学校事務室の活用や庶
務事務システムの導入を含め教育委員会と連携した学校事務の適正化と事務処理の
効率化を図る必要がある。

第５章 学校の組織運営体制の在り方

新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築
のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について
（答申） 平成３１年１月２５日 中央教育審議会

○一方で，教員勤務実態調査において，副校長・教頭が最も勤務時間が長い職
となって いるなど，管理職の負担の現状も踏まえると，現在の組織体制のまま
では学校組織マネジメントを十分に発揮できる状況ではない。このため，最も
勤務時間が長い職となっている副校長・教頭の負担を軽減することも含め，学
校全体において働き方改革を進めていくための以下の観点を踏まえ学校組織を
構築する必要がある
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○学校における働き方改革の推進に当たっては，事務職員の校務運営へ
の参画を一層拡大することが必要である。事務職員は，その学校運営事
務に関する専門性を生かしつつ， より広い視点に立って，学校運営につ
いて副校長・教頭とともに校長を補佐する役割を果たすことが期待され
ている。

文部科学省や教育委員会は，権限と責任をもった事務長をはじめとし
た事務職員の配置の充実を図るとともに，庶務事務システムの導入や共
同学校事務室の設置・活用などを推進し，事務職員の質の向上や学校事
務の適正化と効率的な処理，事務機能の強化を更に進めるべきである。

文部科学省は，事務職員が校務運営に参画することで，副校長・教頭
を含め教師の業務負担が軽減された好事例・成果を収集・横展開すると
ともに，標準的な職務内容を具体的に明示していく必要がある。

また，その際，学校に配属される事務職員の人材の確保と採用後の職
能成長について，任命権者である各教育委員会がしっかりと見通しと戦
略をもって，望ましい採用やキャリアパスの在り方を検討することが求
められる。

目指すべき学校の組織運営体制の在り方
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チームとしての学校の在り方と
「つかさどる」事務職員の役割
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「チームとしての学校」が求められる背景

①新しい時代に求められる資質・能力を育む
教育課程を実現するための体制整備

②複雑化・多様化した課題を解決するための
体制整備

③子供と向き合う時間の確保等のための体制
整備

→学校教育活動のすべての場面において組織的対応が求められている

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について
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「チームとしての学校」を実現するための３つの視点

①専門性に基づくチーム体制の構築

教員が、学校や子供たちの実態を踏まえ、学習指導や生徒指導等に取り組む
ため、指導体制の充実が必要である。加えて、心理や福祉等の専門スタッフに
ついて、学校の職員として、職務内容等を明確化し、質の確保と配置の充実を
進めるべきである。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について

②学校のマネジメント機能の強化

専門性に基づく「チームとしての学校」が機能するためには、校長のリー
ダーシップが重要であり、学校のマネジメント機能を今まで以上に強化してい
くことが求められる。そのためには、優秀な管理職を確保するための取組や、
主幹教諭の配置の促進や事務機能の強化など校長のマネジメント体制を支える
仕組みを充実することが求められる。

③教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備

教職員がそれぞれの力を発揮し、伸ばしていくことができるようにするため
には、は、人材育成の充実や業務改善の取組を進めることが重要である。
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校長がリーダーシップを発揮できるような体制
の整備や，学校内の分掌や委員会等の活動を調
整して，学校の教育目標の下に学校全体を動か
していく 機能の強化等を進める。

〇教職員や専門スタッフ等の多職種で組織される学校がチームと
して機能するよう，管理職の処遇の改善など，管理職に優れた人
材を確保するための取組を国，教育委員会が一体となって推進す
るとともに，学校のマネジメントの在り方等について検討を行い，

〇また，主幹教諭の配置を促進し，その活用を進めるとともに，
事務職員の資質・ 能力の向上や事務体制の整備等の方策を講じる
ことにより，学校の事務機能を強化することが必要である。

答申の求める
「学校のマネジメント機能の強化」とは？
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学校教育法の一部改正
学校教育法施行規則の一部を改正する省令

学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため､学校組
織における唯-の総務･財務等に通じる専門職である事務職員の職務を
見直すことにより､管理職や他の教職員との適切な業務の連携･分担の下､
その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項
として処理することとし､より主体的･積極的に校務運営に参画することを目
指すもの

【学校教育法】

第三十七条 ⑭ 事務職員は，事務に従事する。

第三十七条 ⑭ 事務職員は，事務をつかさどる。

（平成29年４月施行）
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学校教育法の一部改正
学校教育法施行規則の一部を改正する省令

【事務長等の職務規定の整備】

事 務 長：「事務職員その他の職員が行う事務を総括する」

⇒教員が行う学校事務も含まれる

事務主任：「事務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に

当たる」
⇒教諭やその他の職員に対して行うことを想定している

⇒事務職員がより主体的・積極的に校務運営に参画ことに資するよ

う、事務長及び事務主任を活用することなどにより事務体制の強

化に努めること。

その際、資質、能力と意欲ある事務職員の採用、研修等を通じ

た育成に一層努めること。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

【共同学校事務室 関連】

○「共同学校事務室」を置くことができる規定を設ける。

⇒｢共同処理することが当該事務の効果的な処理に資す

るものとして政令で定めるもの｣とは､教材､教具その

他の備品の共同購入に関する事務､教職員の給与及び

旅費の支給に関する事務､その他共同学校事務室にお

いて共同処理することが効果的な処理に資するもの

として教育委員会規則で定めるものであること｡
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【事務組織】

第四十一条 大学は，その事務を処理するため，専任の職員を置

く適当な事務組織を設けるものとする。

学校教育法の改正と同様の趣旨。また，大学の事務職員及び事務組
織が，国際的な連絡調整や高大接続改革，大規模な産学官連携の推
進，学問分野を超えた教育研究の展開，戦略的な大学運営など，一定
の裁量と困難性を伴う業務を担い，大学における様々な取組の意思決定
等に積極的に参画することが期待される。

第四十一条 大学は，その事務を遂行するため，専任の職員を置

く適当な事務組織を設けるものとする。

（平成29年４月施行）

大学設置基準での事務職員・事務組織

処理とは物事を整理したり始末する意味があり、遂行とは物事を成し遂げる事の意味となります。大学事務組織
は事務作業のみを行うのではなく、業務を遂行する事や成し遂げる事が期待されている。
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大学の総力を発揮した円滑な大学運営のためには，教員と事務職員等とが連携・協
働して業務に取り組むことが重要であり，教員と事務職員等との関係に係る各大学の
実情に十分に配慮しつつも，教職協働の必要性について法令上明記するもの。
「連携体制の確保」とは，特定の取組や到達目標を含意したものではないが，教員と
事務職員等との関係に係る各大学の実情に留意しつつ，例えば教員と事務職員等の
枠を超えた戦略的な人事配置の実施や，教員と事務職員等の対等な位置付けでの
学内委員会の構成を通じて相互の連携協力を促すこと，あるいは，教員と事務職員等
とを織り交ぜた組織構成によるプロジェクトチーム型での業務執行の導入などの取組が
想定される。

（平成29年４月施行）

大学設置基準での事務職員・事務組織

【教員と事務職員等との連携・協働】＜新設＞

第二条の三 大学は，当該大学の教育研究活動等の組織的か

つ効果的な運営を図るため，当該大学の教員と事務職員等と

の適切な役割分担の下で，これらの者の間の連携体制を確保

し，これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するもの

とする。
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今回の改正は，個々の職員全てに対して一律に研修の機会を設けることを義務付
ける趣旨ではなく，SDの具体的な対象や内容，形態等については，各大学等におい
て，その特性や実態を踏まえ，各職員のキャリアパスも見据えつつ，計画的・組織的に
判断されるべきこと。
SDの機会については，各大学等が自ら企画して設けるほか，関連団体等が実施す
る研修に職員が参加する機会を設けることなどが考えられること。
SDを効果的・効率的に実施する観点から，各大学等において，その実情に応じ，例
えば職員の研修の実施方針・計画を全学的に策定するなどの取組を行うことが期待
されること。

（平成29年４月施行）

大学設置基準での事務職員・事務組織

【職員の資質能力の向上】＜新設＞

第四十二条の三 大学は，当該大学の教育研究活動等の適切

かつ効果的な運営を図るため，その職員に必要な知識及び技

能を習得させ，並びにその能力及び資質を向上させるための研

修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
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愛知教育大学 教育学部
教育支援専門職養成課程
教育ガバナンス講座 講座紹介

38



教員の養成
学校教育を支援する
専門職の養成

教

員

養

成

課

程

教
育
支
援
専
門
職

養

成

課

程

教 育 学 部
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教育支援専門職養成課程

心理コース
教育ガバナンス
コース福祉コース

スクールカウンセラー
などを育成

スクールソーシャル
ワーカーなどを育成

学校事務職員などを
育成

全国初！
★ 教員養成課程と教育支援専門職養成課程との違い

教育支援専門職養成課程は
教員免許を取得できない！
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教育ガバナンスコースが目指す
教育事務職員像
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本コースでは､学校をはじめとする教育事務の調
整、戦略的企画の立案、事務管理等に精通する
資質・能力を培い、学校や教育にかかわる業務
を専門的見地から支援し、情報処理や国際理解
などの能力も修得した 教育機関などで活躍でき
る教育事務職員・教育にかかわる自治体事務職
員などの育成をめざします。

42

コース・コンセプト
（概念）



主な学修領域

〇教育・法律等
教育事務にかかわる職員に必須の教育行政にかかわる内容，また教育や子ども
にかかわる法令に関する内容など教育学・法律学の基礎理論を修得します。

〇行財政等
教育事務を下支えする行政・公共サービスに関する基礎理論，経済学・財政
学・政治学・行政学等を修得します。

〇教育ガバナンス実務
教育事務職員の現場や地方自治体の現場体験を通して，また事務職員や自治体
職員によるレクチャーなど，法令や行財政の基礎理論を実践的に活用する方法
を修得します。

〇情報処理
技術的側面や社会的側面から情報処理や情報セキュリティについて修得し，教
育事務や行政・公共サービスについて情報処理の資質・能力を培います。

〇国際理解・多文化理解
今日のグローバル化に不可欠な国際理解・多文化理解の基礎を修得し，外国人
の子どもたちへの支援に向けた資質・能力を培います。



教育ガバナンスコースの概要
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教育ガバナンスコースには、2018年４月現在
以下の学生（人数）が在籍しています。

学年 男 （％） 女 （％） 合計

１ １８ ３０．０％ ４２ ７０．０％ ６０

２ １３ １８．６％ ５７ ８１．４％ ７０

計 ３１ ２３．８％ ９９ ７６．２％ １３０
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なぜガバナンスという名称か？
Educational Administration and Governance Course

○ガバナンスとは、組織や社会にかかわる複数の多元的な関

係者が主体的に参加する意思決定、合意形成のシステム及び

プロセスを指します。

○教育におけるガバナンス は、教育を担う主体は誰かを考

えることでもあります。

○教育の運営については、今日、行政的な関係者だけではな

く、保護者、地域社会、NPOなどが様々な局面から関与す

るようになってきています。学校事務職員や教育行政職員は

、それらをつなぐ中心的役割を担います。

このガバナンスという言葉を学科の名称にもつのは本学が

初めてです。
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1年次
学部共通科目に加え、
「課程内共通科目」
として、教育・発
達の基礎理論（教育
学基礎科目）とチー
ム支援の基本的な考
え方（教育支援科
目）を学ぶ。
【開講科目】
《学部共通》
《課程内共通科目》
教育学、教育原理、
教育心理学、教育経
営学、生涯学習、子
ども法、教育支援、
社会学など

2年次
「教育ガバナンス
基礎演習」を中心
に、3年次以降の五
つの領域のどれを
より深く学んでい
くかを、決定する。
【開講科目】
《学部共通》
《専攻科目》
教育ガバナンス基礎
演習Ⅰ・Ⅱ、教育法
学概論、財政学概論、
Intermediate EnglishⅠ、
教育事務概論、少年
法概論など

3年次
学生たちの興味・
関心に沿って、教
育、法律、行財政、
情報、グローバル
の五つの領域を中
心に、より深い学
習に取り組む。
【開講科目】
《学部共通》
《専攻科目》
学校経営論、子ども
法、多文化理解、学
校・自治体インター
ンシップ、行政学概
論、教育情報化概論
など

4年次
各領域における専
攻科目のより深い
学習とともに、
「教育ガバナンス
演習Ⅰ・Ⅱ」等を
通して、卒業論文
の作成に取り組む。
【開講科目】
《学部共通》
《専攻科目》
教育ガバナンス演
習Ⅰ・Ⅱなど

主な学修内容

【開講科目】《学部共通》
初年次演習、キャリアデザイン科目、日本国憲法、情報教育入門、外国語科目、スポーツ科目
課題探究科目（市民リテラシー／多文化リテラシー、科学リテラシー／ものづくりリテラシー）
現代的教育課題対応科目（特別支援教育基礎、発達障害のある児童生徒理解基礎、外国人児童生徒支援教
育、危機管理）
実践力育成科目（学校サポート活動入門、学校サポート活動Ⅰ、
学校サポート活動Ⅱ、自然体験活動、多文化体験活動、企業体験活動） 47
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〇取得できる資格
社会教育主事任用資格
教育メディエーター※1
自然体験活動指導者（NEAL）
（NPO法人自然体験活動推進協議会）

※1 本学独自の資格として認定予定

〇将来のフィールド
卒業後は，学校事務職員，大学事務職員，自治

体職員や国家公務員など学校や教育に関わる業務
に携わる職員として社会で活躍することを想定。



教育支援専門職養成課程内共通科目
教育ガバナンス講座選考科目
授業の紹介
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《課程内共通科目》
授業科目：「教育支援と教育ガバナンス」

授業目標：教育支援専門職養成

課程の３コースのうち、教育ガバ
ナンスコースにおける学習の全体
像をつかみ、本コースで養成しよ
うとしている教育支援専門職の在
り方、その役割と意味を理解させ
る。

同時に、本コースを構成する各
領域（教育・法律・行財政・情報・
グローバル）の学びへの関心と問
題意識を深める。
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《課程内共通科目》 １年 教育経営学

心理・福祉・ガバナンスのすべての学生が受講
する必修科目（１３２名）

公教育の組織・運営を意味し、国や県・市町村の教育行政も含めて、公
教育の政策決定から実施、評価、改善のプロセス全体の在り方を考えま
す。授業では、学校教育に重点を置いて、その在り方について考えてい
きます。

【授業の内容例】
・教育経営と教育

行政・学校経営
・チーム学校にお

ける協働
・学校経営と予算

・財務
・学校における働

き方改革 など
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１年 教育経営学

「学校経営とリーダーシップ、ミドルリ
ーダーの役割」では、元小学校長から、
話を聞き、「学校をマネジメントする」
立場を理解しました。

「学校の働き方改革と教職員の負担軽減」では、
現職の事務職員から、現場での取りくみを聞き、
その在り方をワークショップで深めました。

「学校の安心・安全と危機管理」では、教育委員会
事務局事務職員から、学校施設の維持・管理につい
ての話を聞き、ワークショップでは、配当予算内で
、どの工事を行うか、予算の使い方について、シミ
ュレーションを行い、考えを深めました。
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《専攻科目》 ２年 実践教育事務論

教育ガバナンス講座専攻科目 （６０名受講）

教育事務は、教育活動を調整する教務事務（Instructional 
management）と教育組織全体の戦略立案や条件・環境整
備といった経営管理事務（Business Management）に区
分されます。

本講座では、①戦略づくり、②危機管理、③財務管理、④
人的資源管理、⑤施設管理、⑥庶務管理、⑦渉外・マーケ
ットなど、教育活動の質を高める経営・管理事務の実際や
事例を素材に、具体的な問題解決に向けてチームで学習を
していきます。



Project-based learning
（プロジェクト型学習）

設定した課題に対して、学生がチームを作り協力して取り組むことを通じて、主体
的な態度や知識の習得、経験を深めるPBL（プロジェクト型学習）を進めます。
国、地方自治体、学校現場のそれぞれで教育事務に関わる人々（教育長、校長、
教育委員会事務職員、学校事務職員等）を招き、教育事務の実践や手法につい
て学生とディスカッションを行いながら進めます。



成果の発表（ポスターセッション）
チームでまとめた解決策を発表し、学校や教育委員会の事務職員

から質問や意見をいただき、実現の可能性について、考えを深めます。



メディエーターを養
成する一般社団法
人「メディエーター
ズ」から講師を招き、
メディエーションの
理解とスキルの取
得を目指します。

《資格取得科目》 ２年 学校コンフリクト演習
教育現場でのもめ事に中立的に介入し、解決を促す「教育
メディエーター」（本学独自資格）資格の取得を目指す講座



今までの「社会人基礎力」とは

経済産業省が主催した有識者会議により、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくた
めに必要な基礎的な力を「社会人基礎力(＝３つの能力・1２の能力要素）」として定義。
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意見の違いや立場の違いを理解する力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

主体性

物事に進んで取り組む力

働きかけ力

他人に働きかけ巻き込む力

実行力

目的を設定し確実に行動する力
創造力

課題発見力

新しい価値を生み出す力

現状を分析し目的や課題を明ら
かにする力

課題の解決に向けたプロセスを明
らかにし準備する力

計画力

前に踏み出す力 （アクション）
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

考え抜く力 （シンキング）
～疑問を持ち、考え抜く力～

チームで働く力（チームワーク） ～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～

発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力

傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力

柔軟性

情況把握力

規律性 社会のルールや人との約束を守る力

ストレスの発生源に対応する力ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力



「グローバル社会を生き抜くために求められる一般的な能力」

①思考の方法

創造力とイノベーション、批判的思考、問題解決、意志決定

学びの学習、メタ認知（認知プロセスに関する知識）

②仕事の方法

コミュニケーションとコラボレーション（チームワーク）

③仕事の道具

情報通信技術（ICT）と情報リテラシー

④世界で暮らすための技能

地域と国際社会での市民性、人生とキャリア設計

個人と社会における責任

（http://www.atc21s.org/）

２１世紀型スキル
ATC21S（The Assessment and Teaching of 21st-Century Skills）
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次世代の学校づくりを担う事務職員の
資質・能力の育成

61



事務職員の資質・能力向上の必要性

チーム学校の実現に向けて
チームを機能させるために

○マネジメント力をもった管理職、教職員の育成を進め、学
校が組織として力が発揮できる体制の構築を進める必要
がある。

○教職員がそれぞれの役割に応じて学校経営に参画し、
学校の事務・業務を改善・企画するため、事務職員を含め
たマネジメント力の向上は喫緊の課題

○一方、学校が対応すべき課題の多様化に加え、事務職
員の高齢化や中高年層の大量退職、それに伴う新規採
用の増加により、学校における事務処理、学校マネジメン
ト力の維持・向上が大きな課題
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事務職員研修の現状と課題

○全国的な小・中学校事務職員のキャリアに応じた継続的な育成体系の整備、専
門性の向上とリーダーの養成、研修条件の整備が必要
○各都道府県・市町村教育委員会等における研修が円滑・効果的に行われるた
めの条件整備が必要

○事務職員の研修については、各県により事務職員の採用区分の違いなども

あり、研修内容に差異があるという課題
○研修カリキュラムやプログラムについては、企画立案から実施・評価に関わる
研究・検証・改善があまりなされていない

【見えてきた課題】
①どのような事務職員を育てるのかが明確になっていない
②現在の事務職員研修は、実務に関する研修の割合が圧倒的に多い
③教育への理解、教職員の協働、地域との連携など教育課題に対して

体系的に学ぶ研修は少ない。
④マネジメント研修に取り組む自治体においても、マネジメントに

関する知識・スキルの個々の能力要素を意識した研修は少ない
⑤初任期の研修については、充実した内容で行ってる自治体であって

も、リーダー層（事務長層）の研修についての内容は乏しい
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「事務」という用語には、広義の事務と狭義の事務がある。

「事務」
（BUSINESS）

「事務」
（office work）

学校や教育委員会
等、組織に関する
全ての業務

事務職員や係が担当
する総務・経理など
の管理、処理に関す
る事務

教育に関する
▼「組織」「意思決定」「戦略」を柱に
▼経営環境への対応、経営理念、経営文化、社会的責任、

経営戦略、行動や心理など、経営活動について考える。

事務職員に求められる資質・能力とは
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事務職員に求められる資質・能力とは

一般的（行政職員）には
・コミュニケーション能力（気持ちよく仕事のできる関係形成能力）
・戦略的プランニングの手法
(現状分析、環境分析、マーケティングなどの技法があること)
⇒フレームワーク思考

・政策を実現できるマネジメント能力
(企画案を実際に実現できる能力があること。コスト感覚、プレゼン
能力、組織できる力量、調整能力などがあること)
・新たな価値創造ができる
(視野が広い、相対化できる情報の質・量があること)
・教育はもちろん、複数の業務領域での知見がある
(財務、人事、企画、教育、福祉、研究、地域連携、生涯学習などの
経験と知見)
・教職員・児童生徒、地域から信頼される人格
・使命感と思い（志）、一歩踏み出す勇気
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◆これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、

時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生涯にわたっ
て高めていくことのできる力や、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識
を有機的に結びつけ構造化する力

◆アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、道徳教育の充実、小学校におけ

る外国語教育の早期化・教科化、ＩＣＴの活用、発達障害を含む特別な支援を必要と
する児童生徒等への対応などの新たな課題に対応できる力量

◆ 「チーム学校」の考えのもと、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、
組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力

「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
～学び合い、高め合う教育育成コミュニティのこうちくに向けて～」（中教審答申）

これからの時代の教員に求められる資質能力

◆学校が抱える多様な課題に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力
を身につけたりするためには、教員自身が探究力を持ち学び続ける存在であるべき

学び続ける教員像
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事務職員に求められる資質・能力とは

教育委員会が今後重視する学校事務職員
の資質・能力

１位 学校全体を見渡し問題を発見し解決する思考力

２位 教育委員会、保護者・地域などと渉外・交渉・連携

する力

３位 事務室・共同実施組織でチームとして成果を出す力

４位 学校教育目標・教育課程を踏まえた仕事を遂行する力

５位 危機管理に関する知識

国立教育政策研究所「義務教育諸学校の学校事務職員の職務の明確化・人事・人材育成に関する
調査報告書（2015）
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事務職員に求められる資質・能力とは

チームとしての学校の一員として、

「子供の姿で学校のことが語れる事務職員」

・データに基づいた学校の現状を分析できる事務職員
・自校の課題を踏まえた次なる改善策を教員とともに考えられる事務職員
・地域の実情を熟知して地域の人々と連携・協働ができる事務職員
・校長を学校経営面から補佐できる高度な専門性を持った事務職員
・学校の教育目標の趣旨（子供達にどのような資質・能力を身に付けさせる

か）を正確に理解し、それを学校事務の側面から具現化できる事務職員
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学校事務職員研修のあり方

事務職員に求められる資質・能力とは

求められる具体的な学校事務職員像を踏まえ
た研修の実施が必要

・学校経営を担う一員として、学校運営事務の高度な専門性を身に
付けさせ、学校経営面から校長とビジョンを共有できる研修

・現在の学校教育の大きな方向性や重要ポイントをきちんと理解す
る研修

・地域との連携・協働が積極的にできる力を育成する研修
・自校の有する課題を持ち寄り協議する課題解決型の実践的な研修

の実施

69



文部科学省研修プログラム開発の概要

○事務職員研修の現状や事務職員の意識と一般行政職員研修や民間企業研修
における人材育成プログラムの現状の把握、チーム学校における事務職員の役
割の動向をレビューしながら行った。

○プログラム及びテキスト案開発においては、全てのキャリア層の事務職員を対
象とし、経験年数や職階に応じた役割や必要となる資質能力を明らかにするとと
もに、特にリーダー（事務長）層の資質能力開発に資するテキストづくりを重点とし
開発を行った。

○具体的には、これまで一般的に行われてきたマネジメントのスキルや知識を獲
得する研修ではなく、実際の学校運営において起こりうるケースを想定し、その
ケースに対しこれまでに研修等で獲得したスキルや知識を生かして対処し、マネ
ジメント力を発揮することができるよう、ケースメソッド研修を基盤としたテキストを
構成した。

○事業実施において作成したテキスト案は、連携県・市教育委員会等での試行
研修において試用し、検証を行った。検証に際しては第三者的立場の方々からの
意見聴取を行い、その検証を踏まえてプログラム及びテキストの改善を進めた。
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事務職員の基礎力・事務長職の基準

事務職員の研修プログラムの構成要素を次のように考えた。

◎目指すべき学校像
○社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とのつながりを保ちながら学ぶ
ことができる『社会に開かれた学校』
○地域の人々と目標やビジョンを共有した上で、地域と一体となって子供た
ちをはぐくむ『地域とともにある学校』
○多様な専門性を持つメンバー一人一人が主体的に考え行動でき、リーダー
がチームのメンバーの主体性を信じて受け入れ、一人一人の能力とやる気
を引き出せる『チームとしての学校』

◎目指すべき事務職員像
○新しい時代を切り開いていく子供の豊かな育ちを、地域とともに創造でき
る事務職員
○学校経営ビジョンの達成に向けマネジメント力を有し、主体的に行動でき
る事務職員
○専門スキルを活かす基盤としての豊かで幅の広い教養を持ち、社会との接
点を持った事務職員

71



事務職員の基礎力・事務長職の基準

◎目指すべき事務組織像

○学校と地域との連携・協働を調整・する共同実施組織
○校長(地域)の教育ビジョンを実現するために、学校マネジメントを担う共同実
施組織

○教育委員会事務局、首長部局との連絡・調整を担う共同実施組織

◎事務職員の行動基準

○公務を担う責任感と使命感を持ち、職務に全力で取り組む職員
○国際化や高度情報化などの現代情勢をふまえ、さらには、将来を見据えた
幅広い視野を持つ職員

○社会情勢の変化を素早く察知し、的確な判断力で機敏に対応できる職員
○保護者・地域と協働して学校づくりに貢献できる職員
○学校経営を推進し、教育委員会や関係諸機関と教育行政的立場で連携でき
る職員

○仕事と家庭生活の両立ができ、心身ともに健康な職員
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事務職員の基礎力・事務長職の基準

保護者・地域満足意識 常に保護者・地域満足度の向上を目指し、保護者・地域の視点に立ち、児
童・生徒の健やかな成長のために考え行動する意識

自己成長（キャリアアッ
プ）意識

あらゆる機会を捉えて能力向上とキャリア開発を図り、自己実現のため成
長していこうとする意識

コスト・スピード意識 常に予算を念頭に置きつつ、迅速な対応や効率的な職務遂行に心掛け、
機動的に取り組む意識

情勢（環境）への適応意
識

急激な社会変化などの情勢を常に意識し、情報収集に努めるなど的確に
把握し、対応する意識

危機管理意識 事件・事故に対する防止策を準備するとともに危機要因を認識し、判断・
行動・対応する意識

人権意識 相手の意見や立場を尊重し、互いに認め合おうとする意識
公務・倫理意識 常に児童・生徒や保護者のことを考え、よりよい教育活動の実現に貢献し

たいという使命感、社会規範や服務規律を遵守して取り組もうとする倫理
観

チャレンジ精神
常に問題意識を持って課題の発見・解決に努めるとともに、何事もやるこ
とを前提に考え、困難な業務にも前向きに挑戦する意識

教育機関との連携 学校と学校、あるいは学校と教育委員会・関係諸機関との間で教育行政
の立場で連携する意識

保護者・地域との連携 学校と地域住民、企業・NPOなどとの間で教育行政の立場で連携する意
識

学校経営の推進 各校の教育目標や学校経営方針に沿って、よりよい教育活動を推進する
ために、専門性を生かした役割を果たそうとする意識

◎事務職員として高めるべき意識
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研修プログラムの考え方

（実務系）

職務遂行能力
専門能力

学校の目標や課題を正確に把握し、専門的な知識や技
能を活かして、担当業務を正確かつ迅速に処理する能
力

(コミュニケーション系)

保護者・地域対応力・人
間関係力

地域・保護者参加型の学校経営を展開するなかで、経
営方針や意思決定過程等を分かりやすく説明し、説得
する能力
学校内外との関係者と有効で建設的なコミュニケー
ションを保つために必要な均衡・交渉・調整などの能
力

（政策形成系）
政策立案能力
問題解決能力

社会環境の変化やニーズを的確に捉え課題を発見し、
効果的な施策を企画立案・実施し、結果を評価する能
力

（マネジメント系）
経営管理力
統率力

学校の目標を明確にし、職務を管理・統制して成果を
上げるとともに、その評価に基づき更なる課題や目標
を発見する職務を管理する能力
職員一人ひとりが目標を達成するために必要な能力や
意欲を引き出す人材を育成し活用する能力

◎事務職員に必要となるスキル・知識要素
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研修プログラムの考え方

キャリア 役 割 職 務
事務職員
(初任・少
経験者）

担当業務、職場内業務
に責任を持ち、適切か
つ自立的に遂行する。

・校長の監督を受け、学校事務職員の標準的職務に関
して、本務校及び共同実施組織において事務に従事
する。

事務主任
( ミ ド ル
リーダー)

リーダーシップを発揮
しながら職場内業務を
推進し、学校経営ビ
ジョンに基づいて業務
を遂行する。

・校長の監督を受け、学校事務職員の標準的職務に関
して、本務校及び共同実施組織において事務をつか
さどる。

・共同実施組織では事務長の補助業務を行う。
・事務職員(初任・少経験者)への指導・助言を行う。

事務長
(共同実施
組 織 の
長）

政策形成能力を持ち、
教育課程を推進し、学
校経営ビジョン実現に
貢献する。

・本務校及び共同実施組織において、校長の監督を受
け、事務職員その他教職員が行う事務を総括し、そ
の他の事務をつかさどる。

・共同実施組織の長として共同実施組織を総括する。

総 括 事 務
長
(複数の共
同 実 施 組
織の長）

チームリーダーとし
て、管理統率力を持っ
て行動する。

・本務校及び共同実施組織において、校長の監督を受
け、事務職員その他教職員が行う事務を総括し、そ
の他の事務をつかさどる。

・市町村内の複数の共同実施組織を総括する。
・教育委員会の指導のもと、市町村の枠に留まらない
学校事務を総括する。

◎事務職員・事務長の役割と職務内容

※ 文部科学省委託研究平成25年度「学校の総合マネジメント力の強化に関する調査研究」報告書から抜粋・一部加筆 75



研修プログラムの考え方研修プログラムの考え方
Ⅳ 研修体系の一覧

分類 No 能力要素 研修名 主な対象

職名新規採用 事務職員 事務主任
事務主任
（係長級)

事務長
（課長補
佐）

事務長
（課長補
佐）

総括事務
長

級 1 2 3 4 5 6 7

知
識
を
使
う
・活
か
す

マネジメント系（経営管理力）

1 マネジメント能力
管理職（校長）・事務長
合同 マネジメント実践研
修

○ ○ ○

管理職（副校長・教頭）・事
務長合同 マネジメント実践
研修

○ ○

2
学校組織マネジメント研修
（中堅）

○ ○

3
学校組織マネジメント研修
（初任）

○ ○

4
学校評価研修（実践・応
用）

○ ○ ○ ○

5 戦略策定能力 課長級（総括事務長）研修 ○

6 企画調整能力
課長補佐級職員（事務長）
研修

○ ○

7 係長級職員（監督職）研修 ○

8 役割認識能力 主任級職員研修 ○

9 主事級職員研修 ○ ○

10 職務能力（基本） 新規採用職員研修 ○

11 再任用職員研修

12 職場・組織運営能力
共同実施（学校間連携）運
営研修

○ ○ ○

13 協同・交渉能力 地域協働研修【実践編】 ○ ○ ○ ○

14 問題解決能力 業務改善研修【実践編】 ○ ○ ○ ○

15 フィールド・スタディ研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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研修プログラムの考え方

実施組織・機関 役 割・内 容
文部科学省
教員研修センター

学校の適切な運営、特色ある教育活動の推進のための高度で専門
的な知識等を習得させ、各地域の中核として教育に取り組む管理
職を育成する。
事務職員を対象とした研修プログラムを教育委員会や事務職員関
係団体と協力して開発する。

都道府県教育委員会
政令市・中核市教育
委員会

任命権者研修として、県・市の施策や制度、諸規定に関する知
識・理解を深め、職位や経験に応じた体系的・総合的な研修を実
施し、資質・能力の向上を図る。

市区町村教育委員会 服務監督権者研修として、市町村の施策、諸規定に関する知識・
理解を深め、学校経営や実務に必要な知識を習得するとともに具
体的な実践研修を行う。

共同実施組織・学校 学校教育目標に基づく学校経営が行えるように、他の職員と共に
学校教育全般に関して理解を深める。
共同実施組織での事例研究等により、各種事務処理や学校改善へ
の実務能力を高めるとともに、相互に資質向上に取り組む。

研究団体
（全国・都道府県・
市区町村）

国や都道府県・市区町村と連携し、制度研修を補完するととも
に、学校事務・事務職員に関する研究・研修を通じて、学校のマ
ネジメント機能の強化、事務職員の資質・能力の向上を果たす。

外部（大学・大学院・民
間機関等）
自己啓発

自己のキャリアデザインの実現のため、職務の遂行に有益となる
能力や技術の習得、精神的な成長を目指すための資質・能力、意
欲の向上を図る。

◎研修実施組織・機関
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事務職員研修の課題と展望

○試行研修や全国実態の調査を通して、事務職員の資質・能力の向上は
全国共通の課題であることが改めて把握できた。

○研修プログラムの開発は各地の事務職員の育成プログラムや共同実
施でのＯＪＴ研修の開発、工夫改善に資する可能性を秘めている。

研修プログラムの開発に当たり、連携する教育委員会との間では、以下
の内容について課題の共有ができた。

①研修内容や方法の検討、講師選定、広報周知や教育委員会と学校との
連絡調整
②対象となる受講生の選定（職位やキャリア）についての教育委員会、
学校との共通理解、情報提供

③教育委員会主催研修と事務職員関係団体主催研修、共同実施組織での
ＯＪＴ等との連携、協働体制の構築

④（独）教育研修センター、都道府県及び政令市・中核市教育センター、
市区町村教育委員会、教育関係機関等との連携調整
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「つかさどる」とは
一定の仕事を自己の担任事項として処理すること。
責任を持って、主体的に行なうこと。

※仕事の質とは何か
・・・「中身、内容、完成度、密度、意義、貢献度…」

・企画・提案・問題解決型の事務職員へ
・意思決定が求められる
・どのような資質・能力が求められるのか？

求められていることは

単なる事務処理ではなく、立案・調整・判断へ

「仕事の質の変化」が必要
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これまでは
・与えられた仕事・役割を「正確に」「ミスなく」
「毎年同じように」こなす。

・「標準的な職務」を基準とした職務領域へのこだわり

求められていることは

・時代や社会の変化、保護者・地域のニーズに応じた
新たな業務（現代的教育課題）への対応

・自ら提案し、調整を行い実現させる行動力

１．自分が本当にやりたいことや、なりたい自分などの
「軸」をしっかり打ち立てること

２．人と信頼関係をむすび、真のニーズを引出すこと
３．日々の仕事の生産性を上げること
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教育･経営活動にイニシアチブを発揮しうる人材

○ 組織や人を〝つなぐ〟 役割を担う
（連帯・協働、一体感の醸成）

○ 変化に立ち向かう意志と知恵を持つ
（トライ アンド エラー(試行錯誤)の実践）

組織の力になる職員とは･･･
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チームマネジメント － チームを機能させるためには －

○ やる気の高いチームをつくるには
①個々の教職員が当事者として自ら考え行動できること
②チームのメンバーとして認められ受け入れられていること
③個々の力（専門性）を活かしてさまざまな活動に積極的に
取り組むこと

チーム力が高い組織とは、チームのメンバー一人一人が主体的に考え行
動でき、リーダーがチームのメンバーの主体性を信じてチームとして受け入
れ、一人一人の能力とやる気を引き出せる組織

○ 効果的なチームづくり
①学校の目的や目標、判断の基準の共有
②職務のための円滑なコミュニケーション
③一体感や達成感による意欲の向上
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• キーワードは「変革力」

変革には障害がつきもの

プレッシャーの中で続けることに疲れてしまう。

・「熱さ」を持っている 地元に対する熱い思い

・どの人も前例にとらわれていない

未来志向で「できる方法を探す」「どうやって突破するか」
を探す

・「着火点」

偶然をうまく生かして変革に取り組んでいる

外部ネットワークの重要性、学ぶことの重要性、現場第一主
義現場に課題はあり、現場に解決の糸口がある。

求められる役割を果たすために



◆目的は、地域とともに実現する子どもたちの豊かな学び

◆そのために、学校のチーム力を高め、
地域とともにある学校をつくることが重要。

◆校長のリーダーシップをサポートし、学校マネジメン
トを主体的に担うことのできる、事務職員の育成は急務

◆明確な「ビジョンの共有」、事務職員の「本気度」
主体的に「全員で取組む姿勢」

学校づくりに求められる学校教職員の役割

「法改正・チーム学校」のなかでどのような役割を果たすことができるか。
まさに正念場
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